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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本ロボット工業会（JARA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産

業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産

業規格である。これによって，JIS Y 1001:2019 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 Y 1001：2026 
 (ISO 31101：2023) 

ロボティクス－サービスロボットが提供する 
アプリケーションサービス－ 

安全マネジメントシステム要求事項 
Robotics-Application services provided by service robots- 

Safety management systems requirements 
 

序文 

この規格は，2023 年に第 1 版として発行された ISO 31101 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

人と共存するサービスロボットを運用する場合，残留安全リスクの適切な管理が必要となる。そのため

には，一般の機械類と同様に，ロボットシステムプロバイダが行う設計面での配慮だけではなく，サービ

スロボットを活用するアプリケーションサービスプロバイダが行う運用上の配慮が不可欠である。残留安

全リスクのあるサービスロボットをアプリケーションサービスプロバイダが安全に運用するためには，ロ

ボットシステムプロバイダから適切な使用上の情報が提供されること，アプリケーションサービスプロバ

イダが使用上の情報の不明点をロボットシステムプロバイダへの問合せなどを通じ理解した上で運用する

こと，アプリケーションサービスプロバイダが実際の運用を通じて得た安全関連情報をロボットシステム

プロバイダにフィードバックするなど，ロボットシステムプロバイダとアプリケーションサービスプロバ

イダとの間でのコミュニケーションが重要である。 

一部のサービスロボットについては，設計面での安全要求事項が，既に JIS B 8445 で規定され，これら

の規格の適用範囲内でロボットを運用するアプリケーションサービスプロバイダが存在している。これら

のアプリケーションサービスプロバイダは，一定以上の知識及び経験に基づいた知見をいかし，安全にア

プリケーションサービスを運用しているが，その方法論について，用語の整理及び体系化は行われてこな

かった。安全にアプリケーションサービスを運用する最適解を明文化し，体系化することで，新規参入す

るアプリケーションサービスプロバイダが満たすべき基準を明確にし，産業の健全な発展を促進できると

考えられる。 

この規格の目的は，サービスロボットを活用するアプリケーションサービスプロバイダに対して，アプ

リケーションサービス実施時の安全運用の枠組みであるアプリケーションサービス安全マネジメントシス

テムの満たさなければならない要求事項を提供することである。 

アプリケーションサービス安全マネジメントシステムは，Plan-Do-Check-Act（PDCA）という概念に基づ

いている。PDCA モデルは，継続的改善を達成するために組織が使用する反復的なプロセスを示している。

PDCA モデルは，次のように簡潔に説明可能である。 


